
 

1 

○
文
部
科
学
省
告
示
第
五
号 

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
立
の
小
学

校
等
の
校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

一
 

背
景

及
び

趣
旨

 

 
 

[
第

一
段

落
 

略
]
 

 
 

一
方

、
学

校
現

場
に

お
い

て
は

、
近

年
の

教
員

の
大

量
退

職
・

大
量

採
用

等
を

背
景

に
、

公
立

学
校

教
員

採
用

選
考

試
験

の
採

用
倍

率
の

低

下
や

臨
時

的
任

用
教

員
等

の
確

保
が

で
き

ず
欠

員
が

生
じ

る
事

態
が

全

国
的

に
見

ら
れ

る
ほ

か
、

年
齢

構
成

や
経

験
年

数
の

不
均

衡
か

ら
従

来

の
学

校
組

織
に

お
い

て
自

然
に

行
わ

れ
て

き
た

経
験

豊
富

な
教

員
か

ら

若
手

教
員

へ
の

知
識

及
び

技
術

等
の

伝
達

が
困

難
と

な
る

な
ど

、
教

員

を
巡

る
環

境
が

大
き

く
変

化
し

て
い

る
。

 

 
 

さ
ら

に
、

不
登

校
、

い
じ

め
や

暴
力

行
為

へ
の

対
応

、
特

別
の

教
育

支
援

や
日

本
語

指
導

を
必

要
と

す
る

児
童

生
徒

数
の

急
増

、
子

供
の

虐

待
、

子
供

の
貧

困
や

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラ

ー
な

ど
、

子
供

た
ち

が
抱

え
る

様

々
な

課
題

が
複

雑
化

・
困

難
化

す
る

と
と

も
に

、
保

護
者

や
地

域
か

ら

の
学

校
や

教
員

に
対

す
る

期
待

が
高

ま
っ

て
い

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

結

果
と

し
て

業
務

が
積

み
上

が
り

、
教

員
を

取
り

巻
く

環
境

整
備

は
喫

緊

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

 

         

一
 

背
景

及
び

趣
旨

 

 
 

[
第

一
段

落
 

同
左

]
 

 
 

一
方

、
学

校
現

場
に

お
い

て
は

、
近

年
の

教
員

の
大

量
退

職
・

大
量

採
用

等
を

背
景

に
、

公
立

学
校

教
員

採
用

選
考

試
験

の
採

用
倍

率
の

低

下
や

臨
時

的
任

用
教

員
等

の
確

保
が

で
き

ず
欠

員
が

生
じ

る
事

態
が

全

国
的

に
見

ら
れ

る
ほ

か
、

年
齢

構
成

や
経

験
年

数
の

不
均

衡
か

ら
従

来

の
学

校
組

織
に

お
い

て
自

然
に

行
わ

れ
て

き
た

経
験

豊
富

な
教

員
か

ら

若
手

教
員

へ
の

知
識

及
び

技
術

等
の

伝
達

が
困

難
と

な
る

な
ど

、
教

員

を
巡

る
環

境
が

大
き

く
変

化
し

て
い

る
。

さ
ら

に
、

少
子

化
に

よ
り

学

齢
期

の
児

童
生

徒
数

が
減

少
す

る
中

、
特

別
支

援
教

育
を

受
け

る
児

童

生
徒

数
が

1
0
年

間
で

約
２

倍
と

な
っ

て
い

る
こ

と
な

ど
も

背
景

に
、

学

校
現

場
の

課
題

が
複

雑
化

、
多

様
化

し
て

い
る

こ
と

に
伴

い
、

教
員

が

抱
え

る
業

務
も

多
く

な
っ

て
い

る
。

 

 
 

グ
ロ

ー
バ

ル
化

、
情

報
化

の
進

展
等

、
社

会
が

急
速

に
変

化
す

る
と

と
も

に
、

先
行

き
不

透
明

で
予

測
困

難
な

時
代

が
到

来
す

る
中

、
「

「

令
和

の
日

本
型

学
校

教
育

」
の

構
築

を
目

指
し

て
～

全
て

の
子

供
た

ち

の
可

能
性

を
引

き
出

す
、

個
別

最
適

な
学

び
と

、
協

働
的

な
学

び
の

実

現
～

」
（

令
和

３
年

１
月

中
央

教
育

審
議

会
答

申
）

に
お

い
て

は
、

2
0
2
0
年

代
を

通
じ

て
実

現
を

目
指

す
「

令
和

の
日

本
型

学
校

教
育

」
に

お
い

て
実

現
す

べ
き

教
員

の
理

想
的

な
姿

が
示

さ
れ

た
。

具
体

的
に

は

、
技

術
の

発
達

や
新

た
な

ニ
ー

ズ
な

ど
学

校
教

育
を

取
り

巻
く

環
境

の

変
化

を
前

向
き

に
受

け
止

め
、

教
職

生
涯

を
通

じ
て

探
究

心
を

持
ち

つ

つ
自

律
的

か
つ

継
続

的
に

新
し

い
知

識
・

技
能

を
学

び
続

け
、

子
供

一

人
一

人
の

学
び

を
最

大
限

に
引

き
出

し
、

子
供

の
主

体
的

な
学

び
を

支

援
す

る
伴

走
者

と
し

て
の

役
割

を
果

た
す

こ
と

で
あ

る
。
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こ
う

し
た

状
況

を
踏

ま
え

、
「

「
令

和
の

日
本

型
学

校
教

育
」

を
担

う
質

の
高

い
教

師
の

確
保

の
た

め
の

環
境

整
備

に
関

す
る

総
合

的
な

方

策
に

つ
い

て
」

（
令

和
６

年
８

月
中

央
教

育
審

議
会

答
申

）
で

は
、

「

学
校

の
指

導
・

運
営

体
制

の
充

実
」

や
「

教
師

の
処

遇
改

善
」

と
と

も

に
、

「
学

校
に

お
け

る
働

き
方

改
革

の
更

な
る

加
速

化
」

を
一

体
的

・

総
合

的
に

推
進

す
る

必
要

性
が

示
さ

れ
た

。
 

    

 
 

教
員

の
資

質
向

上
に

関
す

る
体

系
的

な
仕

組
み

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
8
年

の
教

育
公

務
員

特
例

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
１

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

の
改

正
に

よ
り

、
法

第
2
1
条

第
２

項
の

公
立

の
小

学
校

等
の

校
長

及
び

教
員

（
以

下
「

教
員

等
」

と
い

う
。

）
の

任
命

権
者

（

以
下

「
任

命
権

者
」

と
い

う
。

）
が

、
法

第
2
2
条

の
２

第
１

項
の

指
針

を
参

酌
し

つ
つ

、
そ

の
地

域
の

実
情

に
応

じ
、

法
第

2
2
条

の
７

の
協

議

会
（

以
下

「
協

議
会

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

協
議

を
経

て
、

法
第

2
2

条
の

３
の

指
標

（
以

下
「

指
標

」
と

い
う

。
）

を
策

定
し

、
指

標
を

踏

ま
え

て
法

第
2
2
条

の
４

の
教

員
研

修
計

画
（

以
下

「
教

員
研

修
計

画
」

と
い

う
。

）
を

策
定

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

こ
れ

を
基

盤

と
し

て
、

教
育

公
務

員
特

例
法

及
び

教
育

職
員

免
許

法
の

一
部

を
改

正

す
る

法
律

（
令

和
４

年
法

律
第

4
0
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）

に
よ

る
改

正
後

の
法

に
お

い
て

、
任

命
権

者
が

、
教

員
等

ご
と

に
法

第

2
2
条

の
５

第
１

項
の

研
修

等
に

関
す

る
記

録
（

以
下

「
研

修
等

に
関

す

る
記

録
」

と
い

う
。

）
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
法

第
2
0
条

第
２

項
の

指
導

助
言

者
（

以
下

「
指

導
助

言
者

」
と

い
う

。
）

が
、

こ
れ

を
活

用

 
 

こ
う

し
た

状
況

を
踏

ま
え

、
令

和
３

年
３

月
、

中
央

教
育

審
議

会
に

「
令

和
の

日
本

型
学

校
教

育
」

を
担

う
教

員
の

養
成

・
採

用
・

研
修

等

の
在

り
方

に
つ

い
て

包
括

的
な

諮
問

が
な

さ
れ

、
こ

の
う

ち
、

教
員

の

資
質

向
上

に
関

し
て

は
、

「
「

令
和

の
日

本
型

学
校

教
育

」
を

担
う

新

た
な

教
師

の
学

び
の

姿
の

実
現

に
向

け
て

」
（

令
和

３
年

1
1
月

中
央

教

育
審

議
会

「
令

和
の

日
本

型
学

校
教

育
」

を
担

う
教

師
の

在
り

方
特

別

部
会

審
議

ま
と

め
。

以
下

「
審

議
ま

と
め

」
と

い
う

。
）

が
取

り
ま

と

め
ら

れ
た

。
こ

れ
を

受
け

、
教

育
公

務
員

特
例

法
及

び
教

育
職

員
免

許

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

４
年

法
律

第
4
0
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
が

、
第

2
0
8
回

国
会

に
お

い
て

成
立

し
た

。
 

 
 

平
成

2
8
年

の
教

育
公

務
員

特
例

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
１

号
）

の

改
正

に
よ

り
、

同
法

第
2
1
条

第
２

項
の

公
立

の
小

学
校

等
の

校
長

及
び

教
員

（
以

下
「

教
員

等
」

と
い

う
。

）
の

任
命

権
者

（
以

下
「

任
命

権

者
」

と
い

う
。

）
が

、
同

法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
の

指
針

（
以

下
「

指

針
」

と
い

う
。

）
を

参
酌

し
つ

つ
、

そ
の

地
域

の
実

情
に

応
じ

、
同

法

第
2
2
条

の
７

の
協

議
会

（
以

下
「

協
議

会
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
協

議
を

経
て

、
同

法
第

2
2
条

の
３

の
指

標
（

以
下

「
指

標
」

と
い

う
。

）

を
策

定
し

、
指

標
を

踏
ま

え
て

同
法

第
2
2
条

の
４

の
教

員
研

修
計

画
（

以
下

「
教

員
研

修
計

画
」

と
い

う
。

）
を

策
定

す
る

と
い

う
体

系
的

な

仕
組

み
が

整
備

さ
れ

た
。

こ
れ

を
基

盤
と

し
て

、
今

般
の

改
正

法
に

よ

る
改

正
後

の
同

法
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
お

い
て

、
任

命
権

者

が
、

教
員

等
ご

と
に

法
第

2
2
条

の
５

第
１

項
の

研
修

等
に

関
す

る
記

録

（
以

下
「

研
修

等
に

関
す

る
記

録
」

と
い

う
。

）
を

作
成

す
る

と
と

も

に
、

法
第

2
0
条

第
２

項
の

指
導

助
言

者
（

以
下

「
指

導
助

言
者

」
と

い

う
。

）
が

、
こ

れ
を

活
用

し
て

法
第

2
2
条

の
６

の
資

質
の

向
上

に
関

す

る
指

導
助

言
等

（
以

下
「

資
質

の
向

上
に

関
す

る
指

導
助

言
等

」
と

い



 

4 

し
て

法
第

2
2
条

の
６

の
資

質
の

向
上

に
関

す
る

指
導

助
言

等
（

以
下

「

資
質

の
向

上
に

関
す

る
指

導
助

言
等

」
と

い
う

。
）

を
行

う
こ

と
な

ど

の
仕

組
み

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

「
「

令
和

の
日

本
型

学
校

教
育

」
を

担
う

教
師

の
養

成
・

採
用

・
研

修
等

の
在

り
方

に
つ

い
て

～
「

新
た

な
教

師
の

学
び

の
姿

」
の

実
現

と

、
多

様
な

専
門

性
を

有
す

る
質

の
高

い
教

職
員

集
団

の
形

成
～

」
（

令

和
４

年
1
2
月

中
央

教
育

審
議

会
答

申
）

で
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

、
新

た
な

教
員

の
学

び
の

姿
と

し
て

求
め

ら
れ

て
い

る
の

は
、

一
人

一

人
の

教
員

等
が

、
自

ら
の

専
門

職
性

を
高

め
て

い
く

営
み

で
あ

る
と

自

覚
し

な
が

ら
、

誇
り

を
持

っ
て

主
体

的
に

研
修

に
打

ち
込

む
こ

と
で

あ

る
。

教
員

等
の

資
質

の
向

上
を

図
る

こ
と

は
、

児
童

生
徒

等
の

教
育

を

充
実

す
る

こ
と

に
他

な
ら

な
い

。
児

童
生

徒
等

の
学

び
と

教
員

等
の

学

び
は

相
似

形
と

な
る

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
個

別
最

適
な

学
び

、
協

働

的
な

学
び

の
充

実
を

通
じ

て
、

「
主

体
的

・
対

話
的

で
深

い
学

び
」

を

実
現

す
る

こ
と

は
、

児
童

生
徒

等
の

学
び

の
み

な
ら

ず
、

教
員

等
の

学

び
に

も
ま

た
求

め
ら

れ
て

お
り

、
児

童
生

徒
等

の
学

び
の

ロ
ー

ル
モ

デ

ル
と

な
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
 

 
 

本
指

針
は

こ
う

し
た

こ
と

を
踏

ま
え

つ
つ

、
法

第
2
2
条

の
２

第
１

項

の
指

針
と

し
て

、
任

命
権

者
に

よ
る

指
標

の
策

定
を

は
じ

め
、

教
員

等

の
計

画
的

・
効

果
的

な
資

質
の

向
上

に
資

す
る

よ
う

、
策

定
す

る
も

の

で
あ

る
。

 

二
 

公
立

の
小

学
校

等
の

教
員

等
と

し
て

の
資

質
の

向
上

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

 

 
１

 
教

員
等

の
資

質
の

向
上

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

 

 
 

 
教

員
等

の
資

質
の

向
上

を
図

る
に

当
た

っ
て

は
、

大
学

に
お

け
る

教
員

養
成

の
状

況
を

踏
ま

え
る

と
と

も
に

、
中

長
期

的
視

点
か

ら
教

う
。

）
を

行
う

こ
と

な
ど

の
仕

組
み

が
整

備
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

  

 
 

審
議

ま
と

め
で

も
指

摘
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

新
た

な
教

員
の

学
び

の
姿

と
し

て
求

め
ら

れ
て

い
る

の
は

、
一

人
一

人
の

教
員

等
が

、
自

ら

の
専

門
職

性
を

高
め

て
い

く
営

み
で

あ
る

と
自

覚
し

な
が

ら
、

誇
り

を

持
っ

て
主

体
的

に
研

修
に

打
ち

込
む

こ
と

で
あ

る
。

教
員

等
の

資
質

の

向
上

を
図

る
こ

と
は

、
児

童
生

徒
等

の
教

育
を

充
実

す
る

こ
と

に
他

な

ら
な

い
。

児
童

生
徒

等
の

学
び

と
教

員
等

の
学

び
は

相
似

形
と

な
る

こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

個
別

最
適

な
学

び
、

協
働

的
な

学
び

の
充

実
を

通

じ
て

、
「

主
体

的
・

対
話

的
で

深
い

学
び

」
を

実
現

す
る

こ
と

は
、

児

童
生

徒
等

の
学

び
の

み
な

ら
ず

、
教

員
等

の
学

び
に

も
ま

た
求

め
ら

れ

て
お

り
、

児
童

生
徒

等
の

学
び

の
ロ

ー
ル

モ
デ

ル
と

な
る

こ
と

が
期

待

さ
れ

る
。

 

  

  
 

こ
う

し
た

こ
と

を
踏

ま
え

つ
つ

、
任

命
権

者
に

よ
る

指
標

の
策

定
を

は
じ

め
、

教
員

等
の

計
画

的
・

効
果

的
な

資
質

の
向

上
に

資
す

る
よ

う

、
法

第
2
2
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
こ

の
指

針
を

策
定

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

二
 

公
立

の
小

学
校

等
の

教
員

等
と

し
て

の
資

質
の

向
上

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

 

 
１

 
教

員
等

の
資

質
の

向
上

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

 

 
 

 
教

員
等

の
資

質
の

向
上

を
図

る
に

当
た

っ
て

は
、

大
学

に
お

け
る

教
員

養
成

の
状

況
を

踏
ま

え
る

と
と

も
に

、
中

長
期

的
視

点
か

ら
教



 

5 

員
等

を
育

成
す

る
観

点
を

重
視

し
つ

つ
、

法
の

ほ
か

、
教

育
基

本
法

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
及

び
地

方
公

務
員

法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
そ

の
他

の
関

係
法

令
並

び
に

教
育

振

興
基

本
計

画
及

び
学

習
指

導
要

領
等

の
理

念
及

び
趣

旨
を

十
分

に
踏

ま
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

           

 
 

 
[
第

二
段

落
 

略
]
 

 
 

⑴
 

研
修

等
に

関
す

る
記

録
を

活
用

し
た

資
質

の
向

上
に

関
す

る
指

導
助

言
等

 

 
 

 
 

[
第

一
段

落
・

第
二

段
落

 
略

]
 

 
 

 
 

な
お

、
法

令
及

び
本

指
針

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
れ

ら
の

研
修

等
に

関
す

る
記

録
を

活
用

し
た

資
質

の
向

上
に

関
す

る
指

導

助
言

等
に

関
し

て
は

、
「

研
修

履
歴

を
活

用
し

た
対

話
に

基
づ

く

受
講

奨
励

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

令
和

４
年

８
月

文
部

科

学
省

）
の

と
お

り
と

す
る

。
 

⑵
・

⑶
 

[
略

]
 

員
等

を
育

成
す

る
観

点
を

重
視

し
つ

つ
、

法
の

ほ
か

、
教

育
基

本
法

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
及

び
地

方
公

務
員

法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
そ

の
他

の
関

係
法

令
並

び
に

教
育

振

興
基

本
計

画
（

平
成

3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）
及

び
学

習
指

導

要
領

等
（

小
学

校
学

習
指

導
要

領
（

平
成

2
9
年

文
部

科
学

省
告

示
第

6
3
号

）
、

中
学

校
学

習
指

導
要

領
（

平
成

2
9
年

文
部

科
学

省
告

示

第
6
4
号

）
、

高
等

学
校

学
習

指
導

要
領

（
平

成
3
0
年

文
部

科
学

省

告
示

第
6
8
号

）
、

幼
稚

園
教

育
要

領
（

平
成

2
9
年

文
部

科
学

省
告

示
第

6
2
号

）
、

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
教

育
・

保
育

要
領

（
平

成
2
9
年

内
閣

府
・

文
部

科
学

省
・

厚
生

労
働

省
告

示
第

１
号

）
、

特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

教
育

要
領

（
平

成
2
9
年

文
部

科
学

省
告

示
第

7
2
号

）
、

特
別

支
援

学
校

小
学

部
・

中
学

部
学

習
指

導
要

領
（

平
成

2
9
年

文
部

科
学

省
告

示
第

7
3
号

）
及

び
特

別
支

援
学

校
高

等
部

学

習
指

導
要

領
（

平
成

3
1
年

文
部

科
学

省
告

示
第

1
4
号

）
を

言
う

。

以
下

同
じ

。
）

の
理

念
及

び
趣

旨
を

十
分

に
踏

ま
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
[
第

二
段

落
 

同
左

]
 

 
 

⑴
 

研
修

等
に

関
す

る
記

録
を

活
用

し
た

資
質

の
向

上
に

関
す

る
指

導
助

言
等

 

 
 

 
 

[
第

一
段

落
・

第
二

段
落

 
同

左
]
 

 
 

 
 

な
お

、
法

令
及

び
本

指
針

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
れ

ら
の

研
修

等
に

関
す

る
記

録
を

活
用

し
た

資
質

の
向

上
に

関
す

る
指

導

助
言

等
に

関
し

て
は

、
別

に
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

定
め

る
。

 

   
 

⑵
・

⑶
 

[
同

左
]
 



 

6 

 
２

 
公

立
の

小
学

校
等

の
教

員
等

と
し

て
の

資
質

の
向

上
を

図
る

に
当

た
り

踏
ま

え
る

べ
き

基
本

的
な

視
点

 

 
 

 
公

立
の

小
学

校
等

の
教

員
等

と
し

て
の

資
質

の
向

上
を

図
る

に
当

た
っ

て
は

、
以

下
の

（
１

）
か

ら
（

３
）

ま
で

の
視

点
を

踏
ま

え
る

必
要

が
あ

る
。

 

 
 

⑴
 

教
員

等
一

人
一

人
の

資
質

の
向

上
に

関
す

る
視

点
 

 
 

 
①

 
[
略

]
 

 
 

 
②

 
勤

務
経

験
を

通
じ

た
職

能
成

長
 

 
 

 
 

 
初

任
者

で
あ

っ
て

も
経

験
豊

富
な

教
員

で
あ

っ
て

も
、

常
に

社
会

状
況

が
変

化
す

る
中

、
現

状
に

満
足

す
る

こ
と

な
く

、
自

ら
学

び
続

け
る

教
員

で
あ

る
べ

き
と

の
理

念
の

下
、

常
に

教
員

等
が

成
長

し
続

け
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
さ

ら
に

、
教

員
等

の
資

質
の

向
上

は
研

修
実

施
者

が
行

う
研

修
の

み
に

よ
り

図
ら

れ
る

も
の

で
は

な
く

、
学

校
に

お
け

る
O
J
T
（

オ
ン

ザ
ジ

ョ
ブ

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

）
等

の
中

で
資

質
の

向
上

が
図

ら
れ

る
側

面
も

大
き

い
こ

と
か

ら
、

教
職

生
活

を
通

じ
た

継
続

的
な

資
質

の
向

上
の

視
点

を
も

ち
、

研
修

以
外

の
あ

ら
ゆ

る
成

長
の

手
段

も
考

慮
し

つ
つ

、
教

員
等

一
人

一
人

の
資

質
の

向
上

が
図

ら
れ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

同
時

に
、

教
員

等
と

し
て

の
様

々
な

勤
務

経
験

が
そ

の
後

の
成

長
に

大
き

く
影

響
す

る
こ

と
か

ら
、

特
別

支
援

学
校

、
特

別
支

援
学

級
、

日
本

語
指

導
な

ど
の

た
め

の
特

別
な

教
室

、
在

外
教

育
施

設
や

学
び

の
多

様
化

学
校

に
お

け
る

経
験

も
含

む
多

様
な

学
校

や
学

級
等

で
の

勤
務

を
経

験
す

る
な

ど
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

の
設

定
に

つ
い

て
も

、
資

質
の

向
上

の
一

環
と

し
て

捉
え

る
必

要
が

あ
る

。
 

 
 

⑵
 

学
校

組
織

・
教

職
員

集
団

と
し

て
発

揮
す

べ
き

組
織

力
の

視
点

 

 
２

 
公

立
の

小
学

校
等

の
教

員
等

と
し

て
の

資
質

の
向

上
を

図
る

に
当

た
り

踏
ま

え
る

べ
き

基
本

的
な

視
点

 

 
 

 
公

立
の

小
学

校
等

の
教

員
等

と
し

て
の

資
質

の
向

上
を

図
る

に
当

た
っ

て
は

、
以

下
の

（
１

）
か

ら
（

３
）

ま
で

の
視

点
を

踏
ま

え
る

必
要

が
あ

る
。

 

 
 

⑴
 

教
員

等
一

人
一

人
の

資
質

の
向

上
に

関
す

る
視

点
 

 
 

 
①

 
[
同

左
]
 

 
 

 
②

 
勤

務
経

験
を

通
じ

た
職

能
成

長
 

 
 

 
 

 
初

任
者

で
あ

っ
て

も
経

験
豊

富
な

教
員

で
あ

っ
て

も
、

常
に

社
会

状
況

が
変

化
す

る
中

、
現

状
に

満
足

す
る

こ
と

な
く

、
自

ら
学

び
続

け
る

教
員

で
あ

る
べ

き
と

の
理

念
の

下
、

常
に

教
員

等
が

成
長

し
続

け
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
さ

ら
に

、
教

員
等

の
資

質
の

向
上

は
研

修
実

施
者

が
行

う
研

修
の

み
に

よ
り

図
ら

れ
る

も
の

で
は

な
く

、
学

校
に

お
け

る
O
J
T
（

オ
ン

ザ
ジ

ョ
ブ

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

）
等

の
中

で
資

質
の

向
上

が
図

ら
れ

る
側

面
も

大
き

い
こ

と
か

ら
、

教
職

生
活

を
通

じ
た

継
続

的
な

資
質

の
向

上
の

視
点

を
も

ち
、

研
修

以
外

の
あ

ら
ゆ

る
成

長
の

手
段

も
考

慮
し

つ
つ

、
教

員
等

一
人

一
人

の
資

質
の

向
上

が
図

ら
れ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

同
時

に
、

教
員

等
と

し
て

の
様

々
な

勤
務

経
験

が
そ

の
後

の
成

長
に

大
き

く
影

響
す

る
こ

と
か

ら
、

特
別

支
援

学
校

や
特

別
支

援
学

級
に

お
け

る
経

験
も

含
む

多
様

な
学

校
や

学
級

で
の

勤
務

を
経

験
す

る
な

ど
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

の
設

定
に

つ
い

て
も

、
資

質
の

向
上

の
一

環
と

し
て

捉
え

る
必

要
が

あ
る

。
 

  
 

⑵
 

学
校

組
織

・
教

職
員

集
団

と
し

て
発

揮
す

べ
き

組
織

力
の

視
点

 



 

7 

 
 

 
 

教
員

等
一

人
一

人
が

学
校

現
場

で
生

じ
る

様
々

な
課

題
に

対
応

で
き

る
力

量
を

高
め

て
い

く
こ

と
は

重
要

で
あ

る
が

、
全

て
の

課

題
を

教
員

等
が

一
人

で
解

決
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。

学
校

に

お
け

る
働

き
方

改
革

を
推

進
し

つ
つ

、
多

様
な

専
門

性
を

有
す

る

質
の

高
い

教
職

員
集

団
を

構
築

し
、

他
の

教
員

等
や

様
々

な
支

援

ス
タ

ッ
フ

等
と

協
働

し
な

が
ら

、
チ

ー
ム

と
し

て
校

務
を

分
担

し

、
組

織
的

に
諸

課
題

に
対

応
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

ま

た
、

校
内

に
お

け
る

教
員

同
士

の
学

び
合

い
や

学
校

外
の

資
源

を

活
用

し
た

学
び

な
ど

他
者

と
の

協
働

を
通

じ
て

、
学

校
組

織
全

体

の
改

善
を

図
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

[
第

二
段

落
・

第
三

段
落

 
略

]
 

 
 

⑶
 

[
略

]
 

三
 

公
立

の
小

学
校

等
の

教
員

等
と

し
て

の
資

質
の

向
上

に
関

す
る

指
標

の
内

容
に

関
す

る
事

項
 

 
 

[
略

]
 

 
１

 
学

校
種

・
教

員
等

の
職

等
の

範
囲

 

 
 

 
指

標
の

対
象

と
す

る
公

立
の

小
学

校
等

の
教

員
等

の
範

囲
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

⑴
 

[
略

]
 

 
 

⑵
 

[
第

一
段

落
～

第
三

段
落

 
略

]
 

 
 

 
 

加
え

て
、

同
じ

教
諭

の
職

で
あ

っ
て

も
、

特
別

支
援

学
級

や
通

級
に

よ
る

指
導

、
日

本
語

指
導

な
ど

、
特

別
な

配
慮

や
支

援
を

必

要
と

す
る

子
供

に
対

応
す

る
教

諭
に

つ
い

て
は

、
当

該
分

野
に

関

す
る

専
門

性
が

特
に

求
め

ら
れ

る
こ

と
に

鑑
み

、
個

別
の

指
標

を

策
定

す
る

こ
と

や
、

特
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
留

意
事

項
を

付

す
こ

と
等

の
取

扱
い

も
考

え
ら

れ
る

。
 

 
 

 
 

教
員

等
一

人
一

人
が

学
校

現
場

で
生

じ
る

様
々

な
課

題
に

対
応

で
き

る
力

量
を

高
め

て
い

く
こ

と
は

重
要

で
あ

る
が

、
全

て
の

課

題
を

教
員

等
が

一
人

で
解

決
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。

多
様

な

専
門

性
を

有
す

る
質

の
高

い
教

職
員

集
団

を
構

築
し

、
他

の
教

員

等
や

様
々

な
支

援
ス

タ
ッ

フ
等

と
協

働
し

な
が

ら
、

チ
ー

ム
と

し

て
校

務
を

分
担

し
つ

つ
、

組
織

的
に

諸
課

題
に

対
応

す
る

こ
と

が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

ま
た

、
校

内
に

お
け

る
教

員
同

士
の

学
び

合

い
や

学
校

外
の

資
源

を
活

用
し

た
学

び
な

ど
他

者
と

の
協

働
を

通

じ
て

、
学

校
組

織
全

体
の

改
善

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

  
 

 
 

[
第

二
段

落
・

第
三

段
落

 
同

左
]
 

 
 

⑶
 

[
同

左
]
 

三
 

公
立

の
小

学
校

等
の

教
員

等
と

し
て

の
資

質
の

向
上

に
関

す
る

指
標

の
内

容
に

関
す

る
事

項
 

 
 

[
同

左
]
 

 
１

 
学

校
種

・
教

員
等

の
職

等
の

範
囲

 

 
 

 
指

標
の

対
象

と
す

る
公

立
の

小
学

校
等

の
教

員
等

の
範

囲
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

⑴
 

[
同

左
]
 

 
 

⑵
 

[
第

一
段

落
～

第
三

段
落

 
同

左
]
 

 
 

 
 

加
え

て
、

同
じ

教
諭

の
職

で
あ

っ
て

も
、

特
別

支
援

学
級

や
通

級
に

よ
る

指
導

の
担

当
教

諭
に

つ
い

て
は

、
特

別
支

援
教

育
に

関

す
る

専
門

性
が

特
に

求
め

ら
れ

る
こ

と
に

鑑
み

、
個

別
の

指
標

を

策
定

す
る

こ
と

や
、

特
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
留

意
事

項
を

付

す
こ

と
等

の
取

扱
い

も
考

え
ら

れ
る

。
 

 



 

8 

 
 

 
 

[
第

五
段

落
・

第
六

段
落

 
略

]
 

 
２

 
[
略

]
 

 
３

 
指

標
の

内
容

を
定

め
る

際
の

観
点

 

 
 

⑴
 

校
長

の
指

標
 

 
 

 
 

校
長

に
求

め
ら

れ
る

基
本

的
な

役
割

は
、

大
別

し
て

、
学

校
経

営
方

針
の

提
示

、
組

織
づ

く
り

及
び

学
校

外
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー

シ
ョ

ン
の

３
つ

に
整

理
さ

れ
る

。
こ

れ
ら

を
果

た
す

に
当

た
っ

て

は
、

学
校

教
育

の
質

の
向

上
を

校
長

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
下

で

実
現

す
る

た
め

の
前

提
と

し
て

、
教

職
員

一
人

一
人

が
そ

の
意

欲

と
能

力
を

最
大

限
発

揮
で

き
る

環
境

を
整

え
る

必
要

が
あ

る
こ

と

に
鑑

み
、

学
校

に
お

け
る

働
き

方
改

革
を

具
体

的
に

進
め

る
こ

と

も
課

題
意

識
の

一
つ

と
し

て
持

つ
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

ま
た

、
こ

れ
ら

の
基

本
的

な
役

割
を

果
た

す
上

で
、

従
前

よ
り

求
め

ら
れ

て
い

る
教

育
者

と
し

て
の

資
質

や
的

確
な

判
断

力
、

決

断
力

、
交

渉
力

、
危

機
管

理
等

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
能

力
に

加
え

、

こ
れ

か
ら

の
時

代
に

お
い

て
は

、
特

に
、

様
々

な
デ

ー
タ

や
学

校

が
置

か
れ

た
内

外
環

境
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
収

集
・

整
理

・

分
析

し
共

有
す

る
こ

と
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

）
や

、
学

校
内

外
の

関

係
者

の
相

互
作

用
に

よ
り

学
校

の
教

育
力

を
最

大
化

し
て

い
く

こ

と
（

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
）

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 
 

 
 

[
第

三
段

落
・

第
四

段
落

 
略

]
 

 
 

⑵
 

[
略

]
 

 
４

 
[
略

]
 

 

 
 

 
 

[
第

五
段

落
・

第
六

段
落

 
同

左
]
 

 
２

 
[
同

左
]
 

 
３

 
指

標
の

内
容

を
定

め
る

際
の

観
点

 

 
 

⑴
 

校
長

の
指

標
 

 
 

 
 

校
長

に
求

め
ら

れ
る

基
本

的
な

役
割

は
、

大
別

し
て

、
学

校
経

営
方

針
の

提
示

、
組

織
づ

く
り

及
び

学
校

外
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー

シ
ョ

ン
の

３
つ

に
整

理
さ

れ
る

。
こ

れ
ら

の
基

本
的

な
役

割
を

果

た
す

上
で

、
従

前
よ

り
求

め
ら

れ
て

い
る

教
育

者
と

し
て

の
資

質

や
的

確
な

判
断

力
、

決
断

力
、

交
渉

力
、

危
機

管
理

等
の

マ
ネ

ジ

メ
ン

ト
能

力
に

加
え

、
こ

れ
か

ら
の

時
代

に
お

い
て

は
、

特
に

、

様
々

な
デ

ー
タ

や
学

校
が

置
か

れ
た

内
外

環
境

に
関

す
る

情
報

に

つ
い

て
収

集
・

整
理

・
分

析
し

共
有

す
る

こ
と

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト

）
や

、
学

校
内

外
の

関
係

者
の

相
互

作
用

に
よ

り
学

校
の

教
育

力

を
最

大
化

し
て

い
く

こ
と

（
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

）
が

求
め

ら

れ
る

。
 

      
 

 
 

[
第

二
段

落
・

第
三

段
落

 
同

左
]
 

 
 

⑵
 

[
同

左
]
 

 
４

 
[
同

左
]
 

 

備
考

 
表

中
の

[
 

]
の

記
載

は
注

記
で

あ
る

。
 

 
 


